
議案第８７号 

   令和２年度日進市一般会計補正予算（第７号）について 

 令和２年度日進市一般会計補正予算（第７号）を別冊のとおり提出します。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。 





令和２年度（第７号）

日進市一般会計補正予算書 



   令和２年度日進市一般会計補正予算（第７号） 

 令和２年度日進市の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２３０，４４６千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，２２７，３３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加は、「第４表 地方債補正」による。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    











第２表　 繰 越 明 許 費 補 正

追　加 単位：千円

款 項 事　業　名 金　額

１０．教育費 ２．小学校費 小学校管理事業 134,729

１０．教育費 ３．中学校費 中学校管理事業 35,061

１０．教育費 ５．保健体育費
給食センター施設・設備維持管理
事業

5,293

175,083合　　　　　計
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第３表　 債 務 負 担 行 為 補 正

追加 単位：千円

事　　　項 期　　間 限　度　額

令和２年度から

令和３年度まで

令和２年度から

令和３年度まで

令和２年度から

令和３年度まで

令和２年度から

令和３年度まで

令和３年度から

令和７年度まで

計 705,227

6,567放課後子ども総合プラン施設整備事業

西部保育園増築棟空調改修事業

南山の手線舗装整備事業

選手派遣事業

11,000

9,756

9,040

市民会館・ふれあい工房指定管理委託事
業

668,864
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第４表　 地 方 債 補 正

追　加 単位：千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

東小学校外壁改修事業 40,000

小学校飛散防止対策事業 7,000

中学校飛散防止対策事業 5,000

日進西中学校空調改修事業 8,000

計 60,000

普通貸借
又は
債券発行

年4.0％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該利率見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。
ただし、市財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利
に借換えすることがで
きる。
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令和２年度（第７号）

日進市一般会計補正予算説明書









































































































備考　職員数（　）内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書き

総括





備考　職員数（　）内は、短時間勤務職員について外書き     



　　　　　債務負担行為で令和３年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額及び
　　　　　令和２年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

期間 金額 期間 金額
国　県
支出金

地方債 その他

西部保育園駐車場用地
取得事業

75,796
令和3～
7年度

75,796 75,796

尾張土地開発公社に対
する債務保証

75,796
令和7年
度まで

南部浄化センター整備
事業負担金

368,643
令和2～
3年度

368,643 274,503 94,140

中学校ＡＬＴ業務委託
事業

8,536
令和2～
3年度

8,536 8,536

高齢者生きがい活動セ
ンター指定管理委託事
業

22,806
平成29
～令和
元年度

11,648
令和2～
3年度

11,158 11,158

障害者福祉センター指
定管理委託事業

351,268
平成29
～令和
元年度

191,225
令和2～
3年度

160,043 15,470 144,573

にっしん子育て総合支
援センター指定管理委
託事業

158,149
平成29
～令和
元年度

86,084
令和2～
3年度

72,065 21,192 50,873

生涯学習プラザ指定管
理委託事業

70,334
平成29
～令和
元年度

38,025
令和2～
3年度

32,309 32,309

スポーツセンター指定
管理委託事業

460,060
平成29
～令和
元年度

247,478
令和2～
3年度

212,582 212,582

上納池スポーツ公園指
定管理委託事業

108,485
平成29
～令和
元年度

56,407
令和2～
3年度

52,078 52,078

総合運動公園、市営テ
ニスコート・グランド
指定管理委託事業

300,035
平成29
～令和
元年度

161,548
令和2～
3年度

138,487 138,487

岩崎城歴史記念館、展
望塔岩崎城及び岩崎城
址公園指定管理委託事
業

145,120
平成30
～令和
元年度

52,232
令和2～
4年度

92,888 92,888

事項 限度額

令和元年度末
までの支出額

令和２年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源

－62－



　　　　　債務負担行為で令和３年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額及び
　　　　　令和２年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

期間 金額 期間 金額
国　県
支出金

地方債 その他

にぎわい交流館指定管
理委託事業

136,240
令和元
年度

24,080
令和2～
5年度

112,160 112,160

米野木台西保育園指定
管理委託事業

816,492
令和2～
6年度

816,492 4,895 99,910 711,687

中央福祉センター・福
祉情報センター指定管
理委託事業

148,500
令和2～
6年度

148,500 148,500

放課後子ども総合プラ
ン施設整備事業

6,567
令和2～
3年度

6,567 6,567

西部保育園増築棟空調
改修工事

11,000
令和2～
3年度

11,000 11,000

南山の手線舗装整備事
業

9,756
令和2～
3年度

9,756 9,756

選手派遣事業 9,040
令和2～
3年度

9,040 9,040

市民会館・ふれあい工
房指定管理委託事業

668,864
令和3～
7年度

668,864 668,864

合　　　計 3,246,260 868,727 2,301,737 41,557 374,413 1,885,767

事項 限度額

令和元年度末
までの支出額

令和２年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源

－63－



単位：千円

令和２年度中増減見込み

令和２年度中
起債見込額

令和２年度中
元金償還見込額

１．普通債 8,043,657 7,369,887 330,000 811,462 6,888,425

(1)民生 853,466 773,165 105,947 667,218

(2)土木 420,766 395,016 330,000 81,965 643,051

(3)教育 6,769,425 6,201,706 623,550 5,578,156

２．その他 2,244,929 1,987,350 248,429 1,738,921

(1)住民税等減税補てん債 358,436 283,112 65,469 217,643

(2)臨時財政対策債 1,886,493 1,704,238 182,960 1,521,278

合　　　計 10,288,586 9,357,237 330,000 1,059,891 8,627,346

地方債の平成３０年度末及び令和元年度末における現在高
並びに令和２年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　分
平成３０年度末

現在高
令和元年度末
現在高

令和２年度末
現在高見込額
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議案第８８号 

令和２年度日進市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 令和２年度日進市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出し

ます。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。 





令和２年度（第３号）

日進市国民健康保険特別会計補正予算書



令和２年度日進市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 令和２年度日進市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０，７８６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，６４８，３４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    







令和２年度（第３号）

日進市国民健康保険特別会計補正予算説明書





















議案第８９号 

令和２年度日進市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について 

 令和２年度日進市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出

します。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。 





令和２年度（第４号）

日進市後期高齢者医療特別会計補正予算書



令和２年度日進市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 令和２年度日進市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４６４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２，２０４，６２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    







令和２年度（第４号）

日進市後期高齢者医療特別会計補正予算説明書





















議案第９０号 

令和２年度日進市介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

 令和２年度日進市介護保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出します。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。 





令和２年度（第２号）

日進市介護保険特別会計補正予算書



令和２年度日進市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 令和２年度日進市の介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５，９７４千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，５８９，５８３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    







令和２年度（第２号）

日進市介護保険特別会計補正予算説明書





















議案第９１号 

令和２年度日進市下水道事業会計補正予算（第２号）について 

令和２年度日進市下水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出します。 

令和２年１１月２５日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。 





令和２年度（第２号）

日進市下水道事業会計補正予算書



令和２年度日進市下水道事業会計補正予算（第２号） 

（総則） 

第１条 令和２年度日進市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和２年度日進市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     （科目）       （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

              収  入              

 第１款 下水道事業収益   2,081,302 千円  13,630 千円 2,094,932 千円 

  第１項 営業収益     795,682 千円   9,831 千円  805,513 千円 

  第２項 営業外収益    1,285,619 千円   3,799 千円 1,289,418 千円 

              支  出              

 第１款 下水道事業費用   2,018,490 千円  17,924 千円 2,036,414 千円 

  第１項 営業費用     1,843,598 千円  12,375 千円 1,855,973 千円 

  第２項 営業外費用     164,015 千円   5,549 千円  169,564 千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額「２８７，０８８千円」を「２８３，０４２千円」に、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額「１０，５１３千円」を「７，５９４千円」に、

引継金「６７，８８９千円」を「６７，２５９千円」に、当年度利益剰余金処

分額「９，５５９千円」を「９，０６２千円」に改め、資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。 

（科目）      （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

              収  入              

 第１款 資本的収入    1,352,642 千円   4,621 千円 1,357,263 千円 

  第２項 他会計負担金    2,571 千円   △50 千円   2,521 千円 

  第３項 他会計補助金   403,703 千円   4,671 千円  408,374 千円 

        支  出              

 第１款 資本的支出    1,639,730 千円     575 千円 1,640,305 千円 

  第１項 建設改良費   1,064,381 千円      575 千円 1,064,956 千円 



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科目）     （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

職員給与費    118,218 千円    8,668 千円   126,886 千円 

（他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「６０６，１２９千円」を「６９９，６４２千円」に改め

る。 

（利益剰余金の処分の補正） 

第６条 予算第１０条中「当年度利益剰余金のうち９，５５９千円」を「当年度

利益剰余金のうち９，０６２千円」に改め、利益剰余金の処分額を次のとおり

補正する。 

（科目）     （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

減債積立金     9,559 千円     △497 千円     9,062 千円 

（債務負担行為） 

第７条 予算第１０条の次に次の１条を加える。 

 （債務負担行為） 

第１１条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

事項 期間 限度額 

北部浄化センター修繕事業 
令和２年度から 

令和３年度まで 
8,000 千円

  令和２年１１月２５日提出 

                     日進市長 近 藤 裕 貴    





令和２年度（第２号）

日進市下水道事業会計補正予算説明書



款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

（千円） （千円） （千円）

01 下水道事業 2,081,302 13,630 2,094,932
　 収益

01 営業収益 795,682 9,831 805,513

01 下水道使用 786,354 9,831 796,185
   料

02 営業外収益 1,285,619 3,799 1,289,418

02 他会計負担 90,224 △ 85,043 5,181
   金

03 他会計補助 202,426 88,842 291,268
　 金

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

（千円） （千円） （千円）

01 下水道事業 2,018,490 17,924 2,036,414
　 費用

01 営業費用 1,843,598 12,375 1,855,973

01 管渠費 39,027 450 39,477

03 処理場費 428,689 5,802 434,491

06 総係費 127,058 6,123 133,181

02 営業外費用 164,015 5,549 169,564

02 消費税及び 15,472 5,549 21,021
   地方消費税

令和２年度日進市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　　入

支　　　出
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款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

（千円） （千円） （千円）

01 資本的収入 1,352,642 4,621 1,357,263

02 他会計負担 2,571 △ 50 2,521
   金

01 他会計負担 2,571 △ 50 2,521
   金

03 他会計補助 403,703 4,671 408,374
   金

01 他会計補助 403,703 4,671 408,374
   金

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考

（千円） （千円） （千円）

01 資本的支出 1,639,730 575 1,640,305

01 建設改良費 1,064,381 575 1,064,956

01 管路建設費 287,097 575 287,672

収　　　入

支　　　出

資本的収入及び支出
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(単位　千円)

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益

　　　減価償却費

　　　長期前受金戻入額

　　　支払利息

　　　受取利息（△は益）

　　　固定資産除却費

　　　未収金の増減額（△は増加）

　　　未払金の増減額（△は減少）

　　　引当金の増減額（△は減少）

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少）

　　　その他流動資産の増加額

　　　その他流動負債の減少額

　　　小計

　　　利息の受取額

　　　利息の支払額

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出

　　　他会計負担金による収入

　　　他会計補助金による収入

　　　国庫補助金による収入

　　　分担金及び負担金による収入

　　　その他未収金の増減額（△は増加）

　　　その他未払金の増減額（△は減少）

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　資金増加額（又は減少額）

　　資金期首残高

　　資金期末残高

△ 992,805

令和２年度日進市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

57,919

1,191,010

△ 148,049

148,049

△ 1

922

△ 3,724

7,066

8,673

622

15,410

△ 8,900

424,241

1

276,193

△ 1,009,809

2,521

386,452

409,836

331,053

909

△ 69,834

51,128

74,673

178,800

△ 574,294

△ 395,494

△ 68,173

142,846
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特別職 一般職 報酬 給料 手当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

12（2） 50,144 50,230 100,374 26,512 126,886

12（1） 47,164 46,037 93,201 25,017 118,218

0（1） 2,980 4,193 7,173 1,495 8,668

※（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
特殊勤務
手当

時間外
勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 2,994 7,070 588 533 5,800

補正前 1,941 6,575 988 593 5,800

比較 1,053 495 △ 400 △ 60 0

宿日直
手当

管理職
手当

期末手当 勤勉手当 児童手当
管理職員特
別勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 1,371 17,506 12,228 2,140

補正前 1,479 16,070 11,391 1,200

比較 △ 108 1,436 837 940

※　本年度の期末・勤勉手当には、地方公営企業会計移行に伴う前年度発生額4,798千円(特別損失）及び

　　本年度の法定福利費には、地方公営企業会計移行に伴う前年度発生額899千円（特別損失）及び

給与費明細書

職員数 給与費

区分

手当の
内訳

法定
福利費

　　翌年度6月期期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額7,310千円が含まれる。

　　翌年度6月期期末・勤勉手当に係る法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額

　　1,363千円が含まれる。

区分

補正後

補正前

比　較

合計

区分
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期間 金額 期間 金額 企業債
国　庫
補助金

その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

南部浄化センター整備事業 1,592,800
令和2～
　3年度

1,592,800 831,930 760,870

下水処理施設包括的民間委
託事業
（北部浄化センター）

283,576
令和2～
　3年度

283,576 283,576

下水処理施設包括的民間委
託事業
（相野山浄化センター）

8,316
令和2～
　3年度

8,316 8,316

北部浄化センター修繕事業 8,000
令和2～
　3年度

8,000 8,000

債務負担行為に関する調書

事　　　項 限度額

前年度末までの支払
義務発生（見込）額

当該年度以降の支
払義務発生予定額

左の財源内訳
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(単位　千円)

1 固定資産
　有形固定資産
　　イ 土地 2,024,780
　　ロ 建物 1,229,312
　　　 減価償却累計額 △ 60,859 1,168,453
　　ハ 構築物 23,216,368
　　　 減価償却累計額 △ 667,166 22,549,202
　　ニ 機械及び装置 3,461,364
　　　 減価償却累計額 △ 462,985 2,998,379
　　ホ 建設仮勘定 746,993
　　　有形固定資産合計 29,487,807
　　　固定資産合計 29,487,807
2 流動資産
　(1)現金・預金 74,673
　(2)未収金 97,842
　　　 貸倒引当金 △ 622 97,220
　　　流動資産合計 171,893
　　　資産合計 29,659,700

3 固定負債
　企業債
　　建設改良費等の財源に充
　　てるための企業債 8,228,245
　　　企業債合計 8,228,245
　　　固定負債合計 8,228,245
4 流動負債
　(1)企業債
　　建設改良費等の財源に充
　　てるための企業債 586,861
　　　企業債合計 586,861
　(2)未払金 107,217
　(3)引当金
　　イ 賞与引当金 7,310
　　ロ 法定福利費引当金 1,363
　　　引当金合計 8,673
　　　流動負債合計 702,751
5 繰延収益
　長期前受金 19,839,264
　収益化累計額 △ 991,985
　　　繰延収益合計 18,847,279
　　　負債合計 27,778,275

6 資本金 781,323
7 剰余金
　(1)資本剰余金
    イ 受贈財産評価額 0
　　ロ 国庫補助金 1,020,583
　　ハ 他会計補助金 21,600
　　　資本剰余金合計 1,042,183
　(2)利益剰余金
　   当年度未処分利益剰余金 57,919
　　　利益剰余金合計 57,919
　　　剰余金合計 1,100,102
　　　資本合計 1,881,425
　　　負債資本合計 29,659,700

令和２年度日進市下水道事業予定貸借対照表

(令和３年３月３１日)

資産の部

負債の部

資本の部
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注 記 

第１ 重要な会計方針 

   当年度から、地方公営企業法の財務規定等を適用し、財務諸表等を作成してい

る。 

 １ 固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産 

   ・減価償却の方法     定額法 

   ・主な耐用年数 

    建物          ８年～５０年 

    構築物         １０年～５０年 

    機械及び装置      ６年～３０年 

 ２ 引当金の計上方法 

  （１）退職給付引当金 

    本市は、愛知県市町村職員退職手当組合に加入しており、当該組合の負担金

について積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用は、一般会計において

措置するため、退職給付引当金を計上していない。 

  （２）賞与引当金 

    職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支

給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。 

  （３）法定福利費引当金 

    職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業

年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上して

いる。 

  （４）貸倒引当金 

    債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込

額を計上している。 

 ３ 消費税及び地方消費税の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

第２ 予定貸借対照表関連 

   企業債の償還に係る他会計の負担 

   貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して

１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額

は３７６，０５２千円である。 
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第３ セグメント情報の開示 

 １ 報告セグメントの概要 

  日進市下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事

業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業の２

つを報告セグメントとしている。 

  なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 

事業区分 事業の内容 

公共下水道事業 
北部処理区、南部処理区及び梅森処理区における汚水処

理事業 

農業集落排水事業 
相野山浄化センターが処理する区域における汚水処理

事業 

 ２ 報告セグメントごとの営業収益等 

   当年度（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）      

（単位：千円） 

公共下水道事業 
農業集落 

排水事業 
合   計 

営業収益 729,609    2,731     732,340 

営業費用 1,790,513 13,872    1,804,385 

営業損益 △1,060,904   △11,141   △1,072,045 

経常損益    66,710    1,535     68,245 

セグメント資産   29,440,695   219,005   29,659,700 

セグメント負債   27,607,546   170,729   27,778,275 

その他の項目 

 他会計繰入金 

 減価償却費 

 特別利益 

 特別損失 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 

    701,944 

   1,182,070 

       1 

    10,327 

    360,802 

   5,400 

   8,940 

     0 

     0 

   2,895 

    707,344 

   1,191,010 

       1 

    10,327 

    363,697 
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令和２年度（第２号）

日進市下水道事業会計補正予算実施計画明細書



01 下水道事業収益

01 営業収益

01 下水道使用料

001 下水道使用料

02 営業外収益

02 他会計負担金

001 他会計負担金

03 他会計補助金
001 他会計補助金

令和２年度日進市下水道事業会計補正予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

収  　　入

款 項 目 節
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（千円） （千円） （千円）

2,081,302 13,630 2,094,932

795,682 9,831 805,513

786,354 9,831 796,185

786,354 9,831 796,185 下水道使用料 9,831

1,285,619 3,799 1,289,418

90,224 △ 85,043 5,181

90,224 △ 85,043 5,181 分流式下水道等に要する △ 84,476

経費に対する負担金

下水道に排除される下水 △ 567

の規制に関する事務に要

する経費に対する負担金

202,426 88,842 291,268
202,426 88,842 291,268

備　　　考既決予定額 補正予定額 計
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01 下水道事業費用

01 営業費用

01 管渠費

013 光熱水費

03 処理場費

001 給料

002 手当

004 法定福利費

014 動力費

015 修繕費

06 総係費

001 給料

002 手当

003 賞与引当金繰入額

004 法定福利費

005 法定福利費引当金

　　繰入額

02 営業外費用

02 消費税及び

   地方消費税 041 消費税及び
    地方消費税

項 目 節

収益的収入及び支出
支　　　出

款
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（千円） （千円） （千円）

2,018,490 17,924 2,036,414

1,843,598 12,375 1,855,973

39,027 450 39,477

5,220 450 5,670

428,689 5,802 434,491

9,265 400 9,665 一般職　２人

4,600 690 5,290 扶養手当 350

地域手当 90

通勤手当 △ 100

期末手当 280

勤勉手当 △ 50

児童手当 120

3,548 880 4,428 共済組合負担金 680

退職手当組合負担金 380

社会保険料等 △ 180

21,200 3,500 24,700

600 332 932 施設・器具修繕費 332

127,058 6,123 133,181

28,407 2,500 30,907 一般職　７人

20,299 2,835 23,134 扶養手当 333

地域手当 350

住居手当 △ 100

通勤手当 10

管理職手当 △ 108

期末手当 1,000

勤勉手当 750

児童手当 600

4,475 213 4,688

14,182 540 14,722 共済組合負担金 300

退職手当組合負担金 △ 200

社会保険料等 440

847 35 882

164,015 5,549 169,564

15,472 5,549 21,021

15,472 5,549 21,021

既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

- 12 -



01 資本的収入

02 他会計負担金

01 他会計負担金

001 他会計負担金

03 他会計補助金

01 他会計補助金
001 他会計補助金

01 資本的支出

01 建設改良費

01 管路建設費

001 給料

002 手当

004 法定福利費

収  　　入

款 項 目 節

支　　　出

款 項 目 節

資本的収入及び支出

- 13 -



（千円） （千円） （千円）

1,352,642 4,621 1,357,263

2,571 △ 50 2,521

2,571 △ 50 2,521

2,571 △ 50 2,521 地方公営企業職員に係る △ 50

児童手当に要する経費に

対する負担金

403,703 4,671 408,374

403,703 4,671 408,374
403,703 4,671 408,374

（千円） （千円） （千円）

1,639,730 575 1,640,305

1,064,381 575 1,064,956

287,097 575 287,672

9,492 80 9,572 一般職　３人

9,243 455 9,698 扶養手当 370

地域手当 55

住居手当 △ 300

通勤手当 30

期末手当 60

勤勉手当 20

児童手当 220

5,060 40 5,100 共済組合負担金 20
退職手当組合負担金 20

備　　　考

補正予定額 計 備　　　考

既決予定額 補正予定額 計

既決予定額

- 14 -





議案第９２号 

日進市民会館及び日進市ふれあい工房の指定管理者の指定について 

 下記のとおり日進市民会館及び日進市ふれあい工房の指定管理者を指定するものと

する。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

記 

１ 公の施設の名称  日進市民会館 

           日進市ふれあい工房 

２ 指定管理者の名称 日進アシスト株式会社 

３ 指定管理者の所在 愛知県日進市浅田平子二丁目２４５番地 

４ 指定の期間    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

提案理由 

 この案を提出するのは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決

を求めるからであります。 
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別表 

１ 指定管理者の概要 

団体名
ふ り が な

日進
にっしん

アシスト
あ し す と

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

所在地 
〒470-0128 

日進市浅田平子二丁目 245 番地 

代表者 代表取締役 加藤 隆宏 

設立年月日 平成 17 年 9 月 22 日 

職員数 277 名（社員 42 名、契約社員 16 名、臨時社員 219 名） 

沿革 

平成 17 年 9 月 日進市の 100％出資会社として、日進アシスト株式

会社を設立 

平成 18 年 4 月 日進市公共施設の指定管理者、その他管理及び給食

調理業務等を開始 

業務内容 

1 公共施設の維持管理、運営及び窓口業務等の委託業務 

2 給食に関する調理・配膳業務 

3 イベントの企画及び運営 

公共事業等 

の主な実績 

1 日進市民会館（現指定管理者） 

2 日進市生涯学習プラザ（現指定管理者） 

3 日進市スポーツセンター（元指定管理者） 

4 日進市総合運動公園及び市営テニスコート・グランド（現指定管

理者） 

5 日進市ふれあい工房（現指定管理者） 

6 日進市学校給食センターにおける調理及び日進市内小・中学校で

の配膳業務（現在） 

7 日進市立保育園における調理、配送及び用務業務（現在） 

8 日進市放課後子ども総合プラン運営業務（現在） 

公共施設等 

管理実績 

発注者
施設所

在県名 
施設名 管理内容 管理期間 

日進市 愛知県 日進市民会館 施設運営及

び維持管理 

H18.4～ 

日進市 愛知県 日進市生涯学習プラザ 〃 H18.4～ 

日進市 愛知県 日進市スポーツセンタ

ー 
〃 

H18.4～

H24.3 

日進市 愛知県 日進市総合運動公園及

び日進市営テニスコー

ト･グランド 

〃 

H18.4～ 



- 2 - 

日進市 愛知県 日進市ふれあい工房 〃 H19.4～ 

財政状況 

単位：千円 

年 度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

総収入 644,584 650,500 667,406

総支出 627,323 645,843 663,545

当期損益 12,628 4,642 3,294

累積損益 278,826 278,468 279,762

２ 指定管理者の指定方法 

募集方法 公募による 
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日進市民会館及び日進市ふれあい工房の指定管理者の候補者の選定について 

１ 対象施設  

施 設 名 称 日進市民会館  

所  在  地 日進市折戸町笠寺山 62 番地 3  

延 床 面 積 7,290 ㎡  

構     造 ＲＣ造一部ＳＲＣ、Ｓ造 地下 1階・地上 3 階建て 

開設年月日 平成元年 5 月 1 日  

施 設 名 称 日進市ふれあい工房  

所  在  地 日進市岩崎町六坊乙 9 番地 1  

延 床 面 積 219 ㎡  

構     造 Ｓ造 1 階建て 

開設年月日 平成 6 年 4 月 1 日  

２ 提案の概要 

・市民と文化の架け橋となる「継続可能かつ平等なサービス」を提供する。 

・関連施設との連携を図り、施設の規模や特色を活かした事業を実施する。 

・ＡＩを活用した「自動会話プログラム」導入やご意見パネルの設置により、利用者

ニーズの把握に努め、管理運営やサービス向上へ反映する。 

・稼働率向上への取り組みとして、月曜日受付業務や電子マネー決済の導入、自主講

座のサークル活動化、館内全域で接続可能な Wi-Fi 環境の整備を行う。 

・ふれあい工房の個人利用の促進、市民会館での作品の受け取りを可能にすることに

より、利便性の向上を図る。 

・地域防犯・防災、社会貢献活動、市主催事業への協力、市内学校との連携により地

域に密着した管理運営を行い地域貢献に努める。 

提案額                        単位：千円（消費税込） 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

指定管理料 122,320 121,803 121,550

 令和 6 年度 令和 7 年度 合計 

指定管理料 121,220 121,165 608,058

３ 主な委員意見（評価できる点） 

・音楽のまちへの志向が感じられる。 

・日進市の市政との連動がしっかりと織り込まれている。 
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・日進市の人々、市民の志向をふまえる上で、経験があり、説得力がある。 

・当施設における管理運営実績を有する点 

・運営方法の具体性 

・目標設定の堅実さ。 

・これまで施設管理の実績から安心して任せられる。 

・施設管理の安全・安心の心構えで臨んでいる。 

４ 審査結果 

審査基準 審査項目 配点 申請者① 

日進アシ

スト株式

会社 

1 市民の平等な利用の

確保及びサービスの向

上が図られるものであ

ること。（条例第 4 条第

1 号） 

①施設管理に関する

基本的な考え方 
50 45.0 44.0 

②利用促進に関する

考え方及び具体策 
50 44.0 42.0 

2 事業計画書の内容が

施設の効用を最大限に

発揮するものであるこ

と。（同条第 2 号） 

①施設の有効活用等 50 43.0 40.0 

②事業の計画 50 42.0 40.0 

③地域貢献 50 39.0 46.0 

3 施設の適切な維持及

び管理並びに管理に係

る経費の縮減が図られ

るものであること。（同

条第 3 号） 

①指定管理料 50 50.0 45.0 

②収支計画 50 44.0 39.0 

③施設の維持管理

等 
50 41.0 42.0 

4 事業計画書に沿った

管理を安定して行う人

員、資産その他の経営

の規模及び能力を有し

ており、又は確保でき

る見込みがあること。

（同条第 4 号） 

①管理運営実績 50 28.0 43.0 

②施設の管理運営に

必要な人員 
25 19.0 19.5 

③組織体制 25 21.0 21.0 

合   計 500 416.0 421.5 



議案第９３号 

   愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

変更について 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和３年３月３１日をもって愛知県市

町村職員退職手当組合から尾張市町交通災害共済組合を脱退させ、愛知県市町村職員

退職手当組合規約を別紙のとおり変更することについて関係地方公共団体と協議する

ので、同法第２９０条の規定に基づき、議決を求める。 

  令和２年１１月２５日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

この案を提出するのは、愛知県市町村職員退職手当組合から尾張市町交通災害共済

組合を脱退させ、愛知県市町村職員退職手当組合規約を変更することについて、関係

地方公共団体と協議する必要があるからであります。 
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愛知県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

愛知県市町村職員退職手当組合規約（昭和３３年愛知県市町村職員退職手当組合規

約第１号）の一部を次のように変更する。 

別表第１及び別表第２の３区の項中「北名古屋水道企業団 尾張市町交通災害共済

組合」を「北名古屋水道企業団」に改める。 

附 則 

１ この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規約による変更後の愛知県市町村職員退職手当組合規約別表第２の規定は、

令和３年４月１日以後最初に実施される議員の選挙から適用する。 
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愛知県市町村職員退職手当組合規約の一部変更新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市

 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古

屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市

 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町

 蟹江町 飛島村 阿久比町 南知多町 美

浜町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊

根村 海部南部水道企業団 東部知多衛生組

合 知多南部衛生組合 尾張旭市長久手市衛

生組合 北名古屋水道企業団 北設広域事務

組合 海部東部消防組合 尾三消防組合 丹

羽広域事務組合 北名古屋衛生組合 海部南

部消防組合 海部地区水防事務組合 尾三衛

生組合 愛知中部水道企業団 知多南部消防

組合 五条広域事務組合 海部地区急病診療

所組合 衣浦東部広域連合 西春日井広域事

務組合 

知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市

 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古

屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市

 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町

 蟹江町 飛島村 阿久比町 南知多町 美

浜町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊

根村 海部南部水道企業団 東部知多衛生組

合 知多南部衛生組合 尾張旭市長久手市衛

生組合 北名古屋水道企業団 尾張市町交通

災害共済組合 北設広域事務組合 海部東部

消防組合 尾三消防組合 丹羽広域事務組合

 北名古屋衛生組合 海部南部消防組合 海

部地区水防事務組合 尾三衛生組合 愛知中

部水道企業団 知多南部消防組合 五条広域

事務組合 海部地区急病診療所組合 衣浦東

部広域連合 西春日井広域事務組合 

別表第2(第5条関係) 別表第2(第5条関係) 

議員の

選挙区

定

数

選挙区の組合市町村 

略 

3区 5人東郷町 豊山町 大口町 扶桑町

 大治町 蟹江町 飛島村 阿久

比町 南知多町 美浜町 武豊町

 海部南部水道企業団 東部知多

衛生組合 知多南部衛生組合 北

名古屋水道企業団 海部東部消防

組合 尾三消防組合 丹羽広域事

務組合 北名古屋衛生組合 海部

南部消防組合 海部地区水防事務

組合 尾三衛生組合 愛知中部水

道企業団 知多南部消防組合 五

条広域事務組合 海部地区急病診

療所組合 西春日井広域事務組合 

略 

議員の

選挙区

定

数

選挙区の組合市町村 

略 

3区 5人東郷町 豊山町 大口町 扶桑町

 大治町 蟹江町 飛島村 阿久

比町 南知多町 美浜町 武豊町

 海部南部水道企業団 東部知多

衛生組合 知多南部衛生組合 北

名古屋水道企業団 尾張市町交通

災害共済組合 海部東部消防組合

 尾三消防組合 丹羽広域事務組

合 北名古屋衛生組合 海部南部

消防組合 海部地区水防事務組合

 尾三衛生組合 愛知中部水道企

業団 知多南部消防組合 五条広

域事務組合 海部地区急病診療所

組合 西春日井広域事務組合 

略 





議案第９４号 

   尾三消防組合規約の変更について 

 地方自治法第２８６条第２項の規定により、組合市町が負担する分担金の算出方法

を変更するため、尾三消防組合規約を別紙のとおり変更することについて関係地方公

共団体と協議するので、同法第２９０条の規定に基づき、議決を求める。 

  令和２年１１月２５日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

この案を提出するのは、組合市町が負担する分担金の算出方法を変更することに

ついて、関係地方公共団体と協議する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

  均等、面積、救急出場件数及び基準財政需要額の割合によって算出する分担金の

総額に対する割合をそれぞれ規定する。 
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尾三消防組合規約の一部を変更する規約 

尾三消防組合規約（昭和４６年１２月１日愛知県知事許可）の一部を次のように変

更する。 

第１１条第２項を次のように改める。 

２ 前項の分担金は、次に定めるところによって算出した額の合計額により組合市町

が負担する。 

（１）分担金の総額の１００分の３０の額を組合市町均等の割合で算出した額 

（２）分担金の総額の１００分の２５の額を組合市町のそれぞれの前年の１０月１日

現在における面積の割合で算出した額 

（３）分担金の総額の１００分の２５の額を組合市町のそれぞれの前々年の１２月３

１日以前３年間の救急出場件数の割合で算出した額 

（４）分担金の総額の１００分の２０の額を組合市町のそれぞれの前年度の普通交付

税の算定に用いる消防費に係る基準財政需要額の割合で算出した額 

附 則 

 この規約は、令和３年４月１日から施行し、この規約による変更後の尾三消防組合

規約第１１条第２項の規定は、令和３年度分の分担金から適用する。 
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尾三消防組合規約の一部変更新旧対照表 

改正後 改正前 

(経費支弁の方法) (経費支弁の方法) 

第11条 略 第11条 略 

2 前項の分担金は、次に定めるところによっ

て算出した額の合計額により組合市町が負

担する。 

2 前項の分担金は、次に定める基準に従い、

別途定める割合で算出した額の合計額によ

り組合市町が負担する。 

(1) 分担金の総額の100分の30の額を組合

市町均等の割合で算出した額 

(1) 組合市町均等割 

(2) 分担金の総額の100分の25の額を組合

市町のそれぞれの前年の10月1日現在に

おける面積の割合で算出した額 

(2) 組合市町のそれぞれの前年の10月1日

現在における面積割 

(3) 分担金の総額の100分の25の額を組合

市町のそれぞれの前々年の12月31日以前

3年間の救急出場件数の割合で算出した

額 

(3) 組合市町のそれぞれの救急件数割(過

去3か年分) 

(4) 分担金の総額の100分の20の額を組合

市町のそれぞれの前年度の普通交付税の

算定に用いる消防費に係る基準財政需要

額の割合で算出した額 

(4) 組合市町のそれぞれの前年度の消防

費に係る基準財政需要額割 

3 略 3 略 





議案第９５号 

物品購入契約の締結について 

（小中学校大型提示装置購入） 

 下記のとおり物品購入契約を締結するものとする。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

記 

１ 物 件 名   小中学校大型提示装置購入 

２ 納 入 場 所   西小学校始め１５校 

３ 契約の金額   金１８，３７６，３８０円 

４ 履 行 期 間   着手  令和２年１２月２２日 

           完了  令和３年 ３月２６日 

５ 契約の相手方   愛知県名古屋市中区新栄一丁目５番８号 

           富士電機ＩＴソリューション株式会社 中部事業本部 

           本部長 舩越 健一郎 

６ 契約の方法   一般競争入札 

提案理由 

この案を提出するのは、日進市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるからであります。 
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小中学校大型提示装置購入 

１ 業務概要 

文部科学省が示す「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき、市内全小中学校において、

ＩＣＴを基盤とした教育環境を実現するため、学校の特別教室に大型提示装置を整備

する。 

２ 学校別設置数 

施設名 

６５インチ 

液晶一体型電子

黒板（台） 

６５インチ 

液晶ディスプレ

イ（台） 

移動型超短焦点

電子黒板機能付

きプロジェクタ

（台） 

西小学校 ３ ３

東小学校  ３ ２

北小学校 ２ ３

北小学校青葉分校 １

南小学校 ３ ２

相野山小学校 ２ ３

香久山小学校 ３ ２

梨の木小学校 ３ ３

赤池小学校 ３ ３

竹の山小学校 ３ ２

日進中学校 ９

日進中学校青葉分校 １

日進西中学校 １０

日進東中学校 ９

日進北中学校 ３ ３

合計 ２８ ２６ ３０





議案第９６号 

日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正

について 

日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を別紙の

とおり改正する。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、市議会の議員の期末手当の支給割合を時宜に即応した額

に改めるため、日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

期末手当の支給割合を次のように改める。 

（単位：月） 

 年度 ６月 １２月 合計 

改正前 令和２年度 １．７０ １．７０ ３．４０ 

改正後 
令和２年度 １．７０ １．６５ ３．３５ 

令和３年度以降 １．６７５ １．６７５ ３．３５ 
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日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正す

る条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

第1条 日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年日進町条例

第1号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(期末手当) (期末手当) 

第6条 略 第6条 略 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の165を乗じて得た額に、基準日以前6か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3 略 3 略 

第2条 日進市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

(期末手当) (期末手当) 

第6条 略 第6条 略 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6か

月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の165を乗じて得た額に、基準日以前6か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3 略 3 略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。 





議案第９７号 

日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正につ

いて 

日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を別紙のとお

り改正する。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を国の特

別職の職員の支給割合に準じて改めるため、日進市特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

期末手当の支給割合を次のように改める。 

（単位：月） 

 年度 ６月 １２月 合計 

改正前 令和２年度 １．７０ １．７０ ３．４０ 

改正後 
令和２年度 １．７０ １．６５ ３．３５ 

令和３年度以降 １．６７５ １．６７５ ３．３５ 
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日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条 

例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号 

第1条 日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3

号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 略 第5条 略 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の165を乗じて得た額に、基準日以前6か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3 略 3 略 

第2条 日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 略 第5条 略 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6か

月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の165を乗じて得た額に、基準日以前6か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3 略 3 略 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。 





議案第９８号 

   日進市職員の給与に関する条例及び日進市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例の一部改正について 

 日進市職員の給与に関する条例及び日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和２年１１月２５日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、人事院勧告に基づく国の一般職の職員の給与に関する法

律の改正に準ずるため、日進市職員の給与に関する条例及び日進市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する必要があるからでありま

す。 

２ 主な改正点 

期末手当の支給割合を次のように改める。 

（単位：月） 

 年度 ６月 １２月 合計 

改正前 令和２年度 １．３０ １．３０ ２．６０ 

改正後 
令和２年度 １．３０ １．２５ ２．５５ 

令和３年度以降 １．２７５ １．２７５ ２．５５ 
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日進市職員の給与に関する条例及び日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

 (日進市職員の給与に関する条例の一部改正) 

第1条 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)の一部を次のように改正す

る。 

改正後 改正前 

(期末手当) (期末手当) 

第20条 略 第20条 略 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の125」とあるの

は「100分の72.5」とする。 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の130」とあるの

は「100分の72.5」とする。 

4～6 略 4～6 略 

第2条 日進市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(期末手当) (期末手当) 

第20条 略 第20条 略 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分

の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月

以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の127.5」とある

のは「100分の72.5」とする。 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の125」とあるの

は「100分の72.5」とする。 
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4～6 略 4～6 略 

 (日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正) 

第3条 日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年日進市条例第17

号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(給与条例の適用除外等) (給与条例の適用除外等) 

第9条 略 第9条 略 

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第

1項、第19条の2第1項及び第20条第2項の規

定の適用については、給与条例第2条第1項

中「及び退職手当」とあるのは「、退職手

当及び日進市一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する条例(令和元年日進

市条例第17号。以下「任期付職員条例」と

いう。)第7条第4項に規定する特定任期付職

員業績手当」と、給与条例第19条の2第1項

中「管理職手当を受ける職員」とあるのは

「管理職手当を受ける職員及び任期付職員

条例第2条第1項の規定により任期を定めて

採用された職員」と、給与条例第20条第2項

中「100分の125」とあるのは「100分の165」

とする。 

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第

1項、第19条の2第1項及び第20条第2項の規

定の適用については、給与条例第2条第1項

中「及び退職手当」とあるのは「、退職手

当及び日進市一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する条例(令和元年日進

市条例第17号。以下「任期付職員条例」と

いう。)第7条第4項に規定する特定任期付職

員業績手当」と、給与条例第19条の2第1項

中「管理職手当を受ける職員」とあるのは

「管理職手当を受ける職員及び任期付職員

条例第2条第1項の規定により任期を定めて

採用された職員」と、給与条例第20条第2項

中「100分の130」とあるのは「100分の170」

とする。 

3・4 略 3・4 略 

第4条 日進市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

(給与条例の適用除外等) (給与条例の適用除外等) 

第9条 略 第9条 略 

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第

1項、第19条の2第1項及び第20条第2項の規

定の適用については、給与条例第2条第1項

中「及び退職手当」とあるのは「、退職手

当及び日進市一般職の任期付職員の採用及

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第

1項、第19条の2第1項及び第20条第2項の規

定の適用については、給与条例第2条第1項

中「及び退職手当」とあるのは「、退職手

当及び日進市一般職の任期付職員の採用及
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び給与の特例に関する条例(令和元年日進

市条例第17号。以下「任期付職員条例」と

いう。)第7条第4項に規定する特定任期付職

員業績手当」と、給与条例第19条の2第1項

中「管理職手当を受ける職員」とあるのは

「管理職手当を受ける職員及び任期付職員

条例第2条第1項の規定により任期を定めて

採用された職員」と、給与条例第20条第2項

中「100分の127.5」とあるのは「100分の16

7.5」とする。 

び給与の特例に関する条例(令和元年日進

市条例第17号。以下「任期付職員条例」と

いう。)第7条第4項に規定する特定任期付職

員業績手当」と、給与条例第19条の2第1項

中「管理職手当を受ける職員」とあるのは

「管理職手当を受ける職員及び任期付職員

条例第2条第1項の規定により任期を定めて

採用された職員」と、給与条例第20条第2項

中「100分の125」とあるのは「100分の165」

とする。 

3・4 略 3・4 略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から

施行する。 


